
 

公認審判員規程（別表１）                               2022年3月16日改正 

ライセンス 

区分 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

⑴ 

受

験

資

格 

①年齢 

※1 

３０歳以上 

５６歳以下 

２８歳以上 

５４歳以下 
２５歳以上 ２０歳以上 

②柔道経験 

１５年以上、 

５段以上 

(女子３段以上) 

１５年以上、 

５段以上 

（女子３段以上） 

１２年以上、 

４段以上 

（女子３段以上） 

有段者 

③審判経験 

Ｓライセンス候補者※2

当該年度の本連盟登録

（個人登録及び A ライ

センス審判員資格登

録）をしている者で全

日本柔道連盟審判委員

会選考審査部会より認

定を受けた後、Ｓライ

センス審査対象大会に

おいて２年間の審判経

験（実技審査を実施）

が必要 

当該年度の本連盟登録

（個人登録及び B ライセ

ンス審判員資格登録）を

している者で「Ｂ」取得

後３年以上の審判経験を

有し、その者が本連盟登

録した都道府県より推薦

を受けた者とする。 

当該年度の本連盟登録

（個人登録及び C ライ

センス審判員資格登

録）をしている者で

「Ｃ」取得後２年以上

の審判経験を有し、そ

の者が本連盟登録した

都道府県より推薦を受

けた者とする。 

当該年度の本連盟登

録をしている者。 

⑵試験方法お

よび試験内容 

実技審査を行い、本連

盟審判委員会選考審査

部会において審議・認

定する。 

本連盟審判委員会選考

審査部会で定める対象

大会において審査す

る。 

筆記試験と全日本柔道連

盟が指定した大会におい

て実技審査を行う。 

受験回数は年１回とす

る。 

本連盟審判委員会選考審

査部会から指名された試

験官３名以上がこれにあ

たる。試験官は審判委員

会選考審査部会委員、審

判委員会委員、S ライセ

ンス審判員の中から指名

される。 

筆記試験と地区柔道連

盟（連合会・協会）が

指定した大会等におい

て実技審査を行う。 

地区柔道連盟（連合会

・協会）から選ばれた

審査員がこれにあた

る。 

試験官は A ライセンス

保持者以上、現行の試

合審判規程に詳しい者

がその任にあたる。 

筆記試験と都道府県

柔道連盟（協会）が

指定した大会等にお

いて実技審査を行

う。 

都道府県柔道連盟

（協会）から選ばれ

た審査員がこれにあ

たる。 

試験官は A ライセン

ス保持者以上、現行

の試合審判規程に詳

しい者がその任にあ

たる。 

※1：年齢は、Ｓは推薦時、Ａ～Ｃは資格認定当日の年齢とする。 

※2：Ｓライセンス候補者＊）の選定の手順 

①都道府県柔道連盟（協会）が、下記要件を満たす審判員をＳライセンス第１次候補者として選定し、推薦書にその旨の詳

細を明記した上で地区柔道連盟に推薦する。 

（ｱ）公認審判員制度運用規則別表２「実技審査ライセンス要件」の評価項目について、Ｓライセンスの基準全てを満たして

いると判断され、かつ、 

（ｲ）Ｓライセンス受験資格要件を満たしたＡライセンス資格者のうち特に優れている審判員 

②地区柔道連盟（協会）は、当該都道府県柔道連盟(協会)から推薦された候補者を地区柔道連盟(協会)が指定した大会の審

判員として参加させた上で、公認審判員制度運用規則別表２「実技審査ライセンス要件」の評価項目に則し、当該候補者の

審判技量を客観的に評価しなければならない。また、評価順位を明らかにした上で、該当都道府県柔道連盟(地区)からの推

薦書の写し及び評価書とともに本連盟審判委員会へ報告する。 

③選考審査部会は、地区柔道連盟からの報告をもとに厳正な審議を重ねた上で当該Ｓライセンス候補者の認定を行うことと

する。 


